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都市計画運用指針改正案（新旧対照表）

（Ⅳ―２－１．Ｄ． １４ 風致地区）

改正後 現 行

１．～３． 略 １．～３． 略

４．風致地区における建築等の規制 ４．風致地区における建築等の規制

（１ ・ ２） 略 （１ ・ ２） 略）（ ）（

（３）許可を要しない行為 （３）許可を要しない行為

① 略 ① 略

② 風致政令第３条第１項の「その他の行為」 ② 風致政令第３条第１項の「その他の行為」

を条例に定めるに当たっては、以下に掲げる を条例に定めるに当たっては、以下に掲げる

ものを含むことが望ましい。 ものを含むことが望ましい。

ア・イ 略 ア・イ 略

ウ 認定電気通信事業又は有線電気通信設備を ウ 認定電気通信事業、有線放送電話業務又は

用いて行われるラジオ放送 放送法 昭和 有線放送業務（共同聴取業務に限る。以下同（ （ 25
年法律第 号）第 条第１項ただし書き じ ）の用に供する線路又は空中線系（その132 64 。

に規定するラジオ放送をいう。以下同じ ） 支持物を含む。以下同じ ）のうち、高さが。 。

の業務（共同聴取業務に限る。以下同じ ） １５ｍ以下であるものの新築（有線放送の用。

の用に供する線路又は空中線系（その支持物 に供する線路又は空中線系に係るものに限

を含む。以下同じ ）のうち、高さが１５ｍ る 、改築、増築又は移転。 。）

以下であるものの新築（有線電気通信設備を

用いて行われるラジオ放送の用に供する線路

又は空中線系に係るものに限る 、改築、増。）

築又は移転

エ 略 エ 略

③ 略 ③ 略

（４）協議を要する行為 （４）協議を要する行為

国、地方公共団体の機関は行政主体である 国、地方公共団体の機関は行政主体である

ことに鑑み、許可に代えて協議としたもので ことに鑑み、許可に代えて協議としたもので

あるが、この協議を行うに当たっては許可基 あるが、この協議を行うに当たっては許可基

準に準拠して行い風致との調和を図るものと 準に準拠して行い風致との調和を図るものと

することが望ましい。この場合、次の事項に することが望ましい。この場合、次の事項に

留意することが望ましい。 留意することが望ましい。

① （略） ① （略）

② 国有林野事業に係る行為及び独立行政法人 ② 国有林野事業に係る行為及び独立行政法人

森林総合研究所の事業に係る行為について協 緑資源機構の事業に係る行為について協議す

議する場合には、地域施業計画又は実施計画 る場合には、地域施業計画又は実施計画の案

の案を示して包括的に行えば足りるものとさ を示して包括的に行えば足りるものとされて
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れている。なお、風致地区内における国有林 いる。なお、風致地区内における国有林野の

野の管理については風致の維持に配慮するこ 管理については、風致の維持に配慮すること

ととされている。 とされている。

③・④ 略 ③・④ 略

⑤ 風致政令第３条第２項の国の機関には、次 ⑤ 風致政令第３条第２項の国の機関には、次

に掲げる公団等を含むものとする。 に掲げる公団等を含むものとする。

ア 略 ア 略

イ 独立行政法人森林総合研究所 イ 独立行政法人緑資源機構

ウ 略 ウ 略

エ 独立行政法人高齢者・障害・求職者雇用支 エ 独立行政法人雇用・能力開発機構

援機構

（削る） オ 日本郵政公社

オ～ケ 略 カ～コ 略

（５）通知を要する行為 （５）通知を要する行為

① 風致政令第３条第３項各号に掲げる行為 ① 風致政令第３条第３項各号に掲げる為は、

は、次に掲げる行為を含むものである。 次に掲げる行為を含むものである。

ア～ノ （略） ア～ノ （略）

（削る） ハ 有線放送電話に関する法律（昭和３２年法

律第１５２号）による有線放送電話業務の用

に供する線路又は空中線系及びこれらに係る

電気通信設備を収容するための施設の設置又

は管理に係る行為

ハ 放送法（昭和２５年法律第１３２号）によ ヒ 放送法（昭和２５年法律第１３２号）によ

る基幹放送の用に供する線路又は空中線系及 る放送事業の用に供する線路又は空中線系及

びこれらに係る電気通信設備を収容するため びこれらに係る電気通信設備を収容するため

の施設の設置又は管理に係る行為 の施設の設置又は管理に係る行為

ヒ～ホ （略） フ～マ （略）

マ 文化財保護法第２７条第１項の規定により ミ 文化財保護法第２７条第１項の規定により

指定された重要文化財、同法第７８条第１項 指定された重要文化財、同法第５６条の１０

の規定により指定された重要有形民俗文化 第１項の規定により指定された重要有形民俗

財、同法第９２条第１項に規定する埋蔵文化 文化財、同法第５７条第１項に規定する埋蔵

財又は同法第１０９条第１項の規定により指 文化財又は同法第６９条第１項の規定により

定され、若しくは同法第１１０条第１項の規 指定され、若しくは同法第７０条第１項の規

定により仮指定された史跡名勝天然記念物の 定により仮指定された史跡名勝天然記念物の

保存に係る行為 保存に係る行為

ミ～ユ ム～ヨ

② 東日本電信電話株式会社、西日本電信電話 ② 東日本電信電話株式会社、西日本電信電話

株式会社、株式会社ケイディーディーアイ、 株式会社、株式会社ディーディーアイ、放送

基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者、電 事業者、電気事業者又はガス事業者が風致政

気事業者又はガス事業者が風致政令第３条第 令第３条第３項に基づく条例に定める行為を

３項に基づく条例に定める行為をする場合に する場合において、当該行為に係る設備の高

おいて、当該行為に係る設備の高さが１５ｍ さが１５ｍをこえるものであるときは、当該

、 、をこえるものであるときは当該設備と風致と 設備と風致との調和を図るため あらかじめ

の調和を図るため、あらかじめ、これらの事 これらの事業者は都道府県知事又は市町村長

業者は都道府県知事又は市町村長と連絡協議 と連絡協議することとされているので運用に
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することとされているので運用に当たって留 当たって留意することが望ましい。

意することが望ましい。

（６） 略 （６） 略

５． 略 ５． 略


